
資
料
１

◎
最
高
裁
判
所
規
程
第
●
●
号

「
第
六
章

保
管
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
事
務
取
扱
の
特
例
（
第
二
十
四
条
の
二
・
第
二
十
四
条
の
三
）

令
和
●
年
●
月
●
日

押
収
物
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

押
収
物
等
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
章

医
療
観
察
事
件
の
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
の
特
例
（
第
三
十
条
’
第
三
十
二
条
）

第
七
章

少
年
保
護
事
件
の
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
の
特
例
（
第
二
十
五
条
’
第
二
十
九
条
）

第
九
章

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
係
る
特
例
（
第
三
十
三
条
）
」

目
次
中

第
七
章

医
療
観
察
事
件
の
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
の
特
例
（
第
三
十
条
’
第
三
十
二
条
）

押
収
物
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

「
第
六
章

少
年
保
護
事
件
の
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
の
特
例
（
第
二
十
五
条
’
第
二
十
九
条
）

第
八
章

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
係
る
特
例
（
第
三
十
三
条
）
」

最

高

裁

判

所

に
改
め
る
。

を



磁
的
記
録
提
供
命
令
」
を
加
え
、

「
う
え
」
を
「
上
」
に
改
め
る
。

を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

又
は
第
二
号
」
を
加
え
る
。

し
く
は
裁
判
官
の
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第

２
こ
の
規
程
に
お
い
て
「
保
管
電
磁
的
記
録
」
と
は
、
刑
事
事
件
、
少
年
保
護
事
件
又
は
医
療
観
察
事
件
に
つ
い
て
裁
判
所

｜
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
提
出
さ
せ
た
記
録
媒
体
」
を
加
え
、
同
条
中
第
三
項

第
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
第
百
二
十
三
条
第
三
項
」
の
下
に
「
第
一
号
又
は
第
二
号
」
を
、
「
差
押
え
」
の
下
に
「
又
は

第
十
六
条
の
二
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
」
を
削
り
、
「
第
百
二
十
三
条
第
三
項
」
の
下
に
「
第
一
号

第
五
条
第
一
項
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
え
」
を
削
り
、

「
又
は
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
提
出
命
令
」
の
下
に
「
又
は
電

若
し
く
は
裁
判
官
の
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
刑
事
訴
訟
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供

第
一
条
中
「
押
収
物
並
び
に
」
を
「
押
収
物
及
び
保
管
電
磁
的
記
録
並
び
に
」
に
改
め
る
。

を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
提
供
さ
せ
た
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

第
二
条
第
一
項
中
「
領
置
し
た
物
又
は
」
を
「
領
置
し
た
物
、
」

に
改
め
、

「
提
出
さ
れ
た
物
」
の
下
に
「
又
は
裁
判
所
若

二



第
二
十
四
条
の
三

第
二
章
、
第
八
条
及
び
第
十
条
、
第
四
章
並
び
に
第
十
四
条
、
第
十
五
条
の
二
、
第
十
六
条
の
三
、
第
十

第
二
十
四
条
の
二

係
書
記
官
は
、
保
管
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
保
管
電
磁
的
記
録
を
可
搬
記
録
媒
体

■■■

電
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
差
押
え
」
の
下
に
「
又
は
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
を
加
え
る
。

第
八
章
を
第
九
章
と
し
、
第
七
章
を
第
八
章
と
し
、
第
六
章
を
第
七
章
と
し
、
第
五
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
の
二
中
「
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
」
の
下
に
「
又
は
保
管
電
磁
的
記
録
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
第
百
二
十
三
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
（
分
任
歳
入
徴
収
官
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
う
え
」
を
「
上

に
改
め
る
。

（
保
管
電
磁
的
記
録
の
受
入
れ
、
保
管
、
仮
出
し
及
び
処
分
）

（
電
子
計
算
機
又
は
そ
の
周
辺
機
器
に
挿
入
し
、
又
は
接
続
し
て
情
報
を
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
媒
体
又
は
機
器
の
う
ち

（
可
搬
記
録
媒
体
へ
の
移
転
）

可
搬
型
の
も
の
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
章

保
管
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
事
務
取
扱
の
特
例

一一一



第
三
十
九
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

七
条
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
保
管
電
磁
的
記
録
を
移
転
し
た
可
搬
記
録
媒
体
に

こ
の
規
程
は
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律

つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

最
高

裁

判

所
長

官
今

崎
幸

彦

四



資
料
２

で
あ
る
。

の
施
行
に
伴
い
、
押
収
物
等
取
扱
規
程
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
理
由

情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）

理
由



資
料
３

第
七
章

（
略
）

僻川山門（略）
第
九
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

保
管
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
事
務
取
扱
の
特
例
（

目
次

押
収
物
等
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）

第
二
十
四
条
の
二
・
第
二
十
四
条
の
三
）

押
収
物
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

新

第
七
章

（
同
上
）

ｉ第
八
章

（
同
上
）

i
第
六
章

（
同
上
）

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
同
上
）

旧 （
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

－1－



（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
押
収
物
」
と
は
、
刑
事
事

件
、
少
年
保
護
事
件
又
は
医
療
観
察
事
件
に
つ
い
て
裁
判

所
若
し
く
は
裁
判
官
が
差
し
押
え
若
し
く
は
領
置
し
た
物

（
趣
旨
）

第
一
条

押
収
物

、
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
の
提
出
命
令
に
よ
り
提
出
さ

れ
た
物
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
の

事
件
及
び
医
療
観
察
事
件
の
証
拠
物
の
受
入
、
れ
、
保
管
、

仮
出
し
及
び
処
分
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
押
収
物
等
に

関
す
る
事
務
」
と
い
う
。
）

の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
他

の
法
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

及
び
保
管
電
碗
鯏
割
詞
録
‐
並
び
に
少
年
保
護

電
磁
的
記
銅
制
掛

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
押
収
物
」
と
は
、
刑
事
事

件
、
少
年
保
護
事
件
又
は
医
療
観
察
事
件
に
つ
い
て
裁
判

所
若
し
く
は
裁
判
官
が
差
し
押
え
若
し
く
は
領
置
し
た
物

又
は
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
の
提
出
命
令
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
物
を
い
う
。

／
側

（
趣
旨
）

第
一
条

押
収
物
並
び
に
少
年
保
護
事
件
及
び
医
療
観
察
事

件
の
証
拠
物
の
受
入
れ
、
保
管
、
仮
出
し
及
び
処
分
に
関

す
る
事
務
（
以
下
「
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
」
と
い
う

。
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

－2－



31

第
五
条

係
書
記
官
は
、
差
押
え
、

領
置
、
提
出
命
令
又
は

２
こ
の
規
程
に
お
い
て

（
押
収
物
総
目
録
の
作
成
等
）

さ
せ
た
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
の
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
刑

事
訴
訟
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
・
）
に
よ
り
提
供

事
事
件
、
少
年
保
護
事
件
又
は
医
療
観
察
事
件
に
つ
い
℃

せ
た
記
録
媒
体
を
い
う
。

供
命
令
（
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十

に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
提
出
さ

｜
号
）
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法

41

へ

略
…

「
保
管
電
磁
的
記
録
」

と
は
、

刑

２
、
３

（
同
上
）

《

（
押
収
物
総
目
録
等
の
作
成
等
）

第
五
条

係
書
記
官
は
、
差
押
え

（
新
設
）

、

記
録
命
令
付
差
押
え
、

－3－



第
十
六
条
の
二

前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は

、
押
収
物
（
刑
事
訴
訟
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
謂
斗
引
司

又
は
第
二
号
の
記
録
媒
体
に
限
る
。
）
を
交
付
す
る
裁
判

２
（
略
）

（
交
付
）

用
す
る
。

が
あ
っ
た
場
合
（
性
的
姿
態
撮
影
等
処
罰
法
第
十
三
条
第

三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準

総
目
録
」
ど
い
う
。
）
を
添
え
て
押
収
物
主
任
官
に
送
付

符
号
を
表
示
し
、
別
に
定
め
る
押
収
物
総
目
録
（
以
下

「

押
収
物
の
品
目
及
び
数
量
を
確
認
し
た
且
‐
、
品
目
ご
と
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

電
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
る
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、

収
物
の
品
目
及
び
数
量
を
確
認
し
た
う
え
、
品
目
ご
と
に

符
号
を
表
示
し
、
別
に
定
め
る
押
収
物
総
目
録
（
以
下
「

総
目
録
」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
押
収
物
主
任
官
に
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
同
上
）

（
交
付
）

第
十
六
条
の
二

前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は

十
一
号
）
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
記
録
媒
体
に
限
る
。

）
を
交
付
す
る
裁
判
が
あ
っ
た
場
合
（
性
的
姿
態
撮
影
等

処
罰
法
第
十
三
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
含

む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

領
置
又
は
提
出
命
令
に
よ
る
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
押

押
収
物
（
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
ヨ

I

－41－



（
複
写
）

第
十
六
条
の
三

刑
事
訴
訟
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
第
一

号
又
は
第
二
号
の
記
録
媒
体
に
移
転
さ
れ
た
電
磁
的
記
録

の
複
写
を
許
す
裁
判
が
あ
っ
た
場
合
（
性
的
姿
態
撮
影
等

処
罰
法
第
十
三
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
含

む
。
）
に
は
、
押
収
物
主
任
官
は
、
電
磁
的
記
録
複
写
許

た
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●

２
押
収
物
主
任
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録

複
写
許
可
通
知
書
を
差
押
え

を
受
け
た
者
に
送
付
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
同

項
の
電
磁
的
記
録
を
複
写
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
か
ら
受

領
書
を
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

可
通
知
書
を
差
押
え

又は
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
受
け

又
は
電
磁
的
記
録
提
供
命
令

２
押
収
物
主
任
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録

複
写
許
可
通
知
書
を
差
押
え
を
受
け
た
者
に
送
付
し
た
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
同
項
の
電
磁
的
記
録
を
複
写
し

た
と
き
は
、
そ
の
者
か
ら
受
領
書
を
受
け
取
ら
な
け
れ
ば

（
複
写
）

第
十
六
条
の
三

刑
事
訴
訟
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
記

録
媒
体
に
移
転
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
の
複
写
を
許
す
裁
判

が
あ
っ
た
場
合
（
性
的
姿
態
撮
影
等
処
罰
法
第
十
三
条
第

三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）

に
は
、
押
収

物
主
任
官
は
、
電
磁
的
記
録
複
写
許
可
通
知
書
を
差
押
え

を
受
け
た
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
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（
国
庫
帰
属
）

第
二
十
三
条

押
収
物
主
任
官
は
、
押
収
物
が
没
収
以
外
の

事
由
に
よ
り
国
庫
に
帰
属
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
、

保
管
金
そ
の
他
の
通
貨
及
び
歳
入
納
付
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
証
券
に
つ
い
て
は
歳
入
徴
収
官
に
、
そ
の
他
の
物
に

つ
い
て
は
物
品
管
理
官
（
分
任
物
品
管
理
官
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
押
収
物
保
管
票
又

は
保
管
票
に
そ
の
旨
を
記
入
し
、
こ
れ
を
保
管
物
主
任
官

又
は
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
所
有
者
そ
の
他
の
者
が
保
管
す
る
押

収
物
に
つ
い
て
は
、
歳
入
徴
収
官
又
は
物
品
管
理
官
に
通

知
し
た
且
‐
、
こ
れ
を
保
管
物
主
任
官
に
引
き
継
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
国
庫
帰
属
）

第
二
十
三
条

押
収
物
主
任
官
は
、
押
収
物
が
没
収
以
外
の

事
由
に
よ
り
国
庫
に
帰
属
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
、

保
管
金
そ
の
他
の
通
貨
及
び
歳
入
納
付
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
証
券
に
つ
い
て
は
歳
入
徴
収
官
（
分
任
歳
入
徴
収
官

え
、
こ
れ
を
保
管
物
主
任
官
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら

物
品
管
理
官
（
分
任
物
品
管
理
官
を
含
む
。
以
下
同
じ
・

）
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
押
収
物
保
管
票
又
は
保
管
票

に
そ
の
旨
を
記
入
し
、
こ
れ
を
保
管
物
主
任
官
又
は
歳
入

歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
所
有
者
そ
の
他
の
者
が
保
管
す
る
押
収
物
に
つ

い
て
は
、
歳
入
徴
収
官
又
は
物
品
管
理
官
に
通
知
し
た
う

を
含
む
。
以
下
同
じ
ｐ
）

に
、
そ
の
他
の
物
に
つ
い
て
は
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第
二
十
四
条
の
三

第
二
章
、
第
八
条
及
び
第
十
条
、
第
四

第
二
十
四
条
の
二

係
書
記
官
は
、
保
管
電
磁
的
記
録
の
提

２
（
略
）

第
六
章

保
管
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
事
務
取
扱
の
特
例
〃

（
保
管
電
磁
的
記
録
の
受
入
れ
、
保
管
、
仮
出
し
測
制
副
判

割
当
Ｉ

‐

録
媒
体
（
電
子
計
算
機
又
は
そ
の
周
辺
機
器
に
挿
入
し
、

は
機
器
の
う
ち
、
可
搬
型
の
も
の
を
い
う
。
次
条
に
お
い

供
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
保
管
電
磁
的
記
銅
剖
司
訓
搬
記

て
同
じ
。
）
に
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

又
は
接
続
し
て
情
報
を
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
媒
体
又

（
可
搬
記
録
媒
体
へ
の
鈎
銅
画

２
（
同
上
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

な

い
○
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第
七
章

少
年
保
護
事
件
の
押
収
物
に
関
す
る
事
務
取
扱
の

特
例

（
還
付
等
公
告
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２
前
項
の
規
定
は
、
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

六
十
八
号
）
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
刑
事

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
又
は
複
写
に
つ
い
て
準
用
す

訴
訟
法
第
百
二
十
三

る
0

搬
記
録
媒
体
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

章
並
び
に
第
十
四
条
、
第
十
五
条
の
二
、
第
十
六
条
の
三

、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十

四
条
ま
で
の
規
定
は
、
保
管
電
磁
的
記
録
を
移
転
し
た
可

条
第
三
項
及
び
第
百
一
一
十
三
条
の
二

詞
刹
劉
弓
少
年
保
護
事
件
の
押
収
物
に
関
す
る
事
務
取
扱
の

特
例

（
還
付
等
公
告
）

第
二
十
七
条

（
同
上
）

２
前
項
の
規
定
は
、
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

六
十
八
号
）
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
刑
事

訴
訟
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
又
は

複
写
に
つ
い
て
準
用
す
る
・
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が
不
正
に
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
没
取
さ
れ
た
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
没
取
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
消
去
し
、
又
は

当
該
電
磁
的
記
録
が
不
正
に
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る

処
分
を
す
べ
き
と
き
は
、
そ
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
八
章

医
療
観
察
事
件
の
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
取
扱

の
特
例

第
九
章

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
押
収
物
等
に
関
す
る

事
務
の
取
扱
い
に
係
る
特
例

（
没
取
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
）

第
二
十
八
条
の
二

押
収
物
主
任
官
は
、
押
収
さ
れ
た
記
録

媒
体
に
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
又
は
保
管
電
磁
的
記
録

第
七
章

医
療
観
察
事
件
の
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
取
扱

の
特
例

第
八
章

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
押
収
物
等
に
関
す
る

事
務
の
取
扱
い
に
係
る
特
例

（
没
取
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
）

第
二
十
八
条
の
二

押
収
物
主
任
官
は
、
押
収
さ
れ
た
記
録

媒
体
に
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
が
不
正
に
作
ら
れ
た
も

の
と
し
て
没
取
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
没
取
さ
れ

た
電
磁
的
記
録
を
消
去
し
、
又
は
当
該
電
磁
的
記
録
が
不

正
に
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
処
分
を
す
べ
き
と
き
は

、
そ
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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